
３　訪問看護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注

准看護師の場
合

指定訪問看護
ステーション
の理学療法
士､作業療法
士及び言語聴
覚士の場合

夜間又は早朝
の場合、若し
くは深夜の場
合

２人以上によ
る訪問看護を
行う場合

１時間３０分
以上の訪問看
護を行う場合

特別地域訪問
看護加算

中山間地域等
における小規
模事業所加算

中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

緊急時訪問看
護加算（※）

特別管理加算 ターミナルケ
ア加算

　

　：　特別地域訪問看護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、ターミナルケア加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医療機器等を使用する者等特別な管理が必要な状態の者への月２回目以降の緊急的訪問については、夜間、早朝、深夜の加算を算定できるものとする。

４　訪問リハビリテーション費

注 注
中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

短期集中リハ
ビリテーショ
ン実施加算

　：　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

５　居宅療養管理指導費

※　ロ（２）（一）（二）について、がん末期の患者及び中心静脈栄養患者については、週2回かつ月8回算定できる。

※　居住系施設入居者等とは、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護を受けている者をいう。

病院又は診療所
の場合

（２）　３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３４３単位）

（１）　２０分未満
       （夜間・深夜・早朝のみ算定可）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２３０単位）

ロ　病院
又は診療
所の場合

注
准看護師が行った場合
　　　　　　　　　　　×９
０／１００

＋５／１００

基本部分

（４）　１時間以上１時間３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８４５単位）

退院・退所日
又は新たに
要介護認定

を受けた日か
ら

１月以内
＋３４０単位

退院・退所日
又は新たに
要介護認定

を受けた日か
ら

１月超３月以
内

＋２００単位

介護老人
保健施設の場合

イ　訪問
リハビリ
テーショ

ン費

１回につき　３０５単位

（１）　２０分未満
       （夜間、深夜、早朝のみ算定可）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２８５単位）

イ　指定
訪問看護
ステー
ションの
場合

（２）　３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４２５単位）

（３）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８３０単位）

（４）　１時間以上１時間３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　（１，１９８単位）

＋２，０００
単位

（死亡日前14
日以内に2回以
上ターミナル
ケアを行った

場合）

 １月につき
＋２９０単位

１月につき
＋５４０単位

＋１５／１
００

＋３００単位

＋３００単位

３０分未満の
場合

＋２５４単位

３０分以上の
場合

＋４０２単位

＋５／１００

１月につき
＋２５０単位

イ　医師又
は歯科医師
が行う場合
（月２回を
限度）

（２）　居宅療養管理指導費（Ⅱ）
（在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管
理料を算定する場合）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９０単位）

（１）　居宅療養管理指導費（Ⅰ）
                  （（２）以外）
　　　　　　　　　　　　　　　　   （５００単位）

基本部分

ロ　サービス提供体制強化加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　＋６単位）

注
情報提供が行われない場合
　　　　　　　　　　　-１
００単位

（３）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５５０単位）

注

×９０／１
００

８３０単位
を
算定

夜間又は早朝
の場合

　＋２５／１
００

深夜の場合
　＋５０／１

００

＋１０／１０
０

基本部分

４２５単位
を
算定

（２）　薬局の薬剤
師の場合

　（月４回を限度）

注
特別な薬剤の投薬が行われて
いる在宅の利用者又は居住系
施設入居者等に対して、当該
薬剤の使用に関する必要な薬
学的管理指導を行った場合

　
　　　　　　　　　　　　＋
１００単位

（一）　在宅の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　（５００単位）

（二）　居住系施設入居者等に対して行
う場合
　　　　　　　　　（３５０単位）

（１）　病院又は診
療所の薬剤師が行う
場合
  （月２回を限度）

（一）　在宅の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　（５５０単位）

（二）　居住系施設入居者等に対して行
う場合
　　　　　　　　　（３８５単位）

ハ　サービス提供体制強化加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　＋６単位）

ロ　薬剤
師が行う

場合

ホ　保健師、看護師が行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 （４００単位）

ハ　管理栄
養士が行う
場合（月２
回を限度）

（１）　在宅の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　   （５３０単位）

（２）　居住系施設入居者等に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　（４５０単位）

ニ　歯科衛
生士等が行
う場合（月
４回を限
度）

（１）　在宅の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　   （３５０単位）

（２）　居住系施設入居者等に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　（３００単位）

介護　２



３　介護予防訪問看護費

注 注 注 注 注 注 注 注

准看護師の場合 指定介護予防訪問看護ス
テーションの理学療法士､
作業療法士及び言語聴覚士
の場合

夜間若しくは早
朝の場合又は深
夜の場合

２人以上による
介護予防訪問看
護を行う場合

１時間３０分以
上の介護予防訪
問看護を行う場
合

特別地域介護予
防訪問看護加算

中山間地域等に
おける小規模事
業所加算

中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加
算

緊急時介護予防
訪問看護加算
（※）

特別管理加算

　：　特別地域介護予防訪問看護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医療機器等を使用する者等特別な管理が必要な状態の者への月２回目以降の緊急的訪問については、夜間、早朝、深夜の加算を算定できるものとする。

４　介護予防訪問リハビリテーション費

注 注

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

短期集中リハビリテー
ション実施加算

　　

　：　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

５　介護予防居宅療養管理指導費

※　ロ（２）（一）（二）について、がん末期の患者及び中心静脈栄養患者については、週2回かつ月8回算定できる。

※　居住系施設入居者等とは、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている者をいう。

注
准看護師が行う場合
　
　　　　　　　　　　　　×９０／１００

30分未満
４２５単位を算定

30分以上1時間未満
８３０単位を算定

注

×９０／１００

夜間又は早朝
の場合

＋２５／１０
０

深夜の場合
＋５０／１０

０

＋５／１００

基本部分

（２）　３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３４３単位）

（３）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５５０単位）

（１）　２０分未満（夜間、早朝、深夜のみ算定可）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２８５単位）

イ　指定介護
予防訪問看護
ステーション
の場合

（３）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８３０単位）

（４）　１時間以上１時間３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　（１,１９８単位）

ロ　病院又は
診療所の場合

（２）　３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４２５単位）

（１）　２０分未満（夜間・深夜・早朝のみ算定可）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２３０単位）

基本部分

（１）　介護予防居宅療養管理指導費（Ⅰ）
（（２）以外）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （５００単位）

イ　介護予防
訪問リハビリ
テーション費

ロ　サービス提供体制強化加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　＋６単位）

ハ　サービス提供体制強化加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （１回につき　＋６単位）

介護老人保健施設
の場合

１回につき　３０５単位

基本部分

ニ　歯科衛生士
等が行う場合
（月４回を限
度）

（１）　在宅の利用者に対して行う場合
 
　　　　　　　　　　　　　　　　   （５３０単位）

1月につき
＋２９０単位

退院（所）日又は新たに
要支援認定を受けた日か

ら３月以内
＋２００単位

＋５／１００
＋１０／１０

０
＋１５／１０

０

＋３００単位

＋３００単位

イ　医師又は
歯科医師が行
う場合（月２
回を限度）

ホ　保健師、看護師が行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （４００単位）

ロ　薬剤師が
行う場合

（１）　病院又は診
療所の薬剤師が行う
場合
  （月２回を限度）

（２）　薬局の薬剤
師の場合

　（月４回を限度）

ハ　管理栄養士
が行う場合（月
２回を限度）

（一）　在宅の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　（５５０単位）

（二）　居住系施設入居者等に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　（３５０単位）

（２）　居住系施設入居者等に対して行う場合
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（３００単位）

（１）　在宅の利用者に対して行う場合
 
　　　　　　　　　　　　　　　　   （３５０単位）

（２）　居住系施設入居者等に対して行う場合
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（４５０単位）

１月につき
＋２５０単位

３０分未満の
場合

＋２５４単位

３０分以上の
場合

＋４０２単位

1月につき
 ＋５４０単

位

（一）　在宅の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　（５００単位）

（二）　居住系施設入居者等に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　（３８５単位）

注
特別な薬剤の投薬が行われている在宅の利用者又
は居住系施設入居者等に対して、当該薬剤の使用
に関する必要な薬学的管理指導を行った場合

　
　　　　　　　　　　　　＋１００単位

（２）　介護予防居宅療養管理指導費（Ⅱ）
（在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料を算定する場
合）
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （２９０単位）

注
情報提供が行われない場合
　　　　　　　　　　　　-１００単位

病院又は診療所
の場合

（４）　１時間以上１時間３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８４５単位）

予防　２



３　小規模多機能型居宅介護費

注

登録者数が登
録定員を超え
る場合 又

は

要介護１ １１，４３０ 単位）
要介護２ １６，３２５ 単位）
要介護３ ２３，２８６ 単位）
要介護４ ２５，５９７ 単位）
要介護５ ２８，１２０ 単位）

ハ　認知症加算

ニ　看護職員配置加算

ホ　事業開始時支援加算

　：　事業所開始時支援加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

４　認知症対応型共同生活介護費

基本部分 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数が
利用定員を超
える場合

介護従業者の
員数が基準に
満たない場合

夜間ケア加算 認知症行
動・心理症
状緊急対応
加算

若年性認知
症利用者受
入加算

看取り介護加
算

要介護１ ８３１ 単位）

要介護２ ８４８ 単位）

要介護３ ８６５ 単位）

要介護４ ８８２ 単位）

要介護５ ９００ 単位）

要介護１ ８６１ 単位）

要介護２ ８７８ 単位）

要介護３ ８９５ 単位）

要介護４ ９１２ 単位）

要介護５ ９３０ 単位）

ヘ　認知症専門ケア加算
（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　４単位を加算）

（１）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）

1日につき
＋８０単位

（死亡日以前
３０日を限

度）１日につき
＋１２０単

位

１日につき
＋２５単位

イ　認知症対応型共同生活
介護費（１日につき）

×７０／１０
０

1日につき
＋２００単

位
（７日間を
限度）

ト　サービス提供体制強化
加算

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

イ　小規模多機能型居宅介
護費
　　(1月につき）

基本部分

×７０／１０
０

（２）　看護職員配置加算（Ⅱ）
　　　　     　　　　　　　　（1月につき　７００単位を加算）

（１）　事業開始時支援加算（Ⅰ）
　　　      　　　　　　　　（１月につき　５００単位を加算）

注

（1）　看護職員配置加算（Ⅰ）
　　　　     　　　　　　　　（1月につき　９００単位を加算）

（２）　事業開始時支援加算（Ⅱ）
　　　      　　　　　　　　（１月につき　３００単位を加算）

（１）　認知症加算（Ⅰ）
　　　　　                    （１月につき　８００単位を加算）

ヘ　サービス提供体制強化
加算

×７０／１０
０

注

従業者の員数
が基準に満た
ない場合

×７０／１０
０

×７０／１００

過少サービス
に対する減算

又
は

×９７／１０
０

（2）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　３５０単位を加算）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　５００単位を加算）

ロ　初期加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

ホ　退居時相談援助加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位を加算（利用者１人につき１回を限度））

ニ　医療連携体制加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３９単位を加算）

ハ　初期加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

（２）　認知症加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　  （１月につき　５００単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　３５０単位を加算）

ロ　短期利用共同生活介護
費（１日につき）

地域　３



２　介護予防小規模多機能型居宅介護費

注

登録者数が登
録定員を超え
る場合

従業者の員数
が基準に満た
ない場合

要支援１ （ ４,４６９ 単位）

要支援２ （ ７,９９５ 単位）

ハ　事業開始時支援加算

ニ　サービス提供体制強化加算

　：　事業所開始時支援加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

３　介護予防認知症対応型共同生活介護費

注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数が
利用定員を超
える場合

介護従業者の
員数が基準に
満たない場合

夜間ケア加算 認知症行動・心理
症状緊急対応加算

若年性認知症
利用者受入加
算

イ　介護予防認知症対応型共同
生活介護費

要支援２ （ ８３１ 単位）

ロ　介護予防短期利用共同生活
介護費

要支援２ （ ８６１ 単位）
1日につき

＋２００単位
（７日間を限度）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
  　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　５００単位を加算）

ホ　認知症専門ケア加算

（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　（1日につき　４単位を加算）

ヘ　サービス提供体制強化加算 （１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

基本部分

（１）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）

ニ　退居時相談援助加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位を加算（利用者１人につき１回を限度）

ハ　初期加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

ロ　初期加算
　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

又
は

（２）　事業開始時支援加算（Ⅱ）
　　　　      　　　　　　　　　　（１月につき　３００単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
  　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　３５０単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
  　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　３５０単位を加算）

（１）　事業開始時支援加算（Ⅰ）
　　　　      　　　　　　　　　　（１月につき　５００単位を加算）

過少サービス
に対する減算

１日につき
＋１２０単位

１日につき
＋２５単位

注

又
は

×７０／１０
０

注

×７０／１０
０

×９７／１０
０

×７０／１０
０

×７０／１００
イ　介護予防小規模多機能型居
宅介護費
(1月につき）

基本部分

×７０／１０
０

地域 ７


